
令和６年３月１１日開催教育委員会会議記録 
１ 開会・閉会等について 

開催日 令和 6年 3月 11 日（月） 

場  所 教育委員会室 

開  会 午後 3時 00 分 

閉  会 午後 3時 16 分 

 出席委員    
 教   育   長  加 藤  裕 之  

 委       員  阿 部  博 道  

 委       員  淺 松  三 平  

 委       員  岸 田  玲 子  

 委       員  岡 田  卓 巳  
 説明のために出席した職員    

 教育委員会事務局次長  宮 本  知 幸  

 教育委員会事務局参事 
（庶務課長事務取扱） 

 浮 田  康 宏  

 学 務 課 長   西 村  克 己  

 指 導 室 長   石 坂  泰  

 すみだ教育研究所長  宮 本  佳 代 子  

 地 域 教 育 支 援 課 長  大 八 木  勉  

 ひ き ふ ね 図 書 館 長  有 澤  恵 美 子  

 教育委員会事務局副参事   山 﨑  紀 之  

 
２ 議題について 
（１）議決事項 

議案第 12 号 幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定に伴

う意見聴取について 

議案第 13 号 墨田区教育委員会事務局の組織改正に係る協議について 

 

（２）報告事項 

第１ 教育委員会だよりの発行について 

第２ 墨田区子ども会活性化事業「スポーツ大会（バドミントン大会）」及び「ロープ・ジ 

ャンプＸ記録会」における表彰状の授与について 



第３ 築山修繕工事に伴うわんぱく砦の休館について 

 

３ 会議の概要について 
 
○教育長 それでは、本日の教育委員会を開会いたします。本日の会議録署名人は、岸田委員に

お願いします。本日の日程ですが、議案第13号については、行政運営上の審議情報に関わる案

件であることから、秘密会として審議したいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○教育長 それでは、議案第13号については、秘密会として執り行うことといたします。なお、

会議の進行については、報告事項が終了した後、秘密会に入ることといたします。なお、本日

は、浮田参事が体調不良により欠席しておりますので、ご了承願います。 

 

議決事項第１・・・資料番号【12-1～12-7】 

議案第１２号「幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定に伴う意

見聴取について」を上程し、次長が資料のとおり説明する。 

○教育長 ただいまの説明について、何かご質疑・ご意見はございますか。 

○小山委員 認定こども園は、保育園としての児童福祉施設だけではなくて、学校施設としても

力を入れていくようなことになるのかなと思っています。特に、学校施設として教育の面で力

を入れているものがあれば教えていただきたいと思います。 

○子ども施設課長 質の高い幼児教育、幼児期の学習、学校教育、保育の総合的な提供というの

が認定こども園の一つの目的です。その中で、教育的保育プログラムとして、ほかの認可保育

園よりも多く予算を多く確保し、活用しているところです。 

  具体的には、個人用の粘土、絵の具、パレットを購入し、自分が使いたいときに自由に使え

るといった環境を整えています。このことによって、自分で管理をするというところを身につ

けることができるかなというところです。個人の意思による活動というところで、これを見守

る環境も含めて醸成をして、これも教育活動の一つとして捉えているところです。 

○小山委員 認定こども園として、その設置の狙いというのがあると思います。それに合わせた

教育課程の編成などいろいろと工夫されていると思いますが、今後ともよろしくお願いします。 

○岸田委員 認定こども園は、墨田区内で何園あるのでしょうか。 

○子ども施設課長 公設公営の認定こども園は２園です。私立の幼保連携型認定こども園も２園

です。 

○岸田委員 公立園の具体的な名称を教えていただいていいですか。 

○子ども施設課長 公立園は、「八広認定こども園」と「たちばな認定こども園」です。 

○教育長 それでは、議案第12号は、原案どおり異議ない旨回答することにしたいと思いますが、

ご異議ございませんでしょうか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○教育長 それでは、原案どおり、異議ない旨回答することにします。 

 

報告事項第１・・・資料番号【資料1-1～1-9】 



「教育委員会だよりの発行について」、次長が資料のとおり説明する。           

○教育長 ただいまの説明につきまして、何かご質疑はございますか。 

  （質疑なし） 

 

報告事項第２・・・資料番号【資料2】 

 「墨田区子ども会活性化事業「スポーツ（バドミントン大会）」及び「ロープ・ジャンプＸ記録

会」における表彰状の授与について」、地域教育支援課長が資料のとおり説明する。 

○教育長 ただいまの説明について、何かご質疑はございますか。 

○阿部委員 資料（２）の「ロープ・ジャンプＸ」というのは、何か意味があるのでしょうか。 

○地域教育支援課長 昔で言う、いわゆる大縄跳びのようなものと聞いていますが、名称は「ロ

ープ・ジャンプＸ」と呼んでいるということです。 

○阿部委員 ジャンプＸというような跳び方があるのですか。 

○地域教育支援課長 跳び方ではなく、名称のようです。 

○阿部委員 資料（２）の表中の「1090Ｐ」の「Ｐ」とは何の意味ですか。 

○地域教育支援課長 これは「ポイント」の表記です。 

○小山委員 毎年バドミントン大会なのでしょうか。違う種目もあったりするのですか。 

○地域教育支援課長 基本的にはバドミントン大会だと聞いています。 

○教育長 この報告は、墨田区教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則」第３条に

基づく、教育長の臨時代理による処理の報告ですから、委員会としての承認が必要となります。

承認してよろしいでしょうか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○教育長 それでは、報告のとおり承認することにします。 

  

報告事項第３・・・資料番号【資料3】 

「築山修繕工事に伴うわんぱく砦の休館について」、地域教育支援課長が資料のとおり説明する。       

○教育長 土が崩れてこないよう、盛り土を行い、固めるということですか。 

○地域教育支援課長 そうです。 

○教育長 この報告は、墨田区教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則」第３条に

基づく、教育長の臨時代理による処理の報告ですから、委員会としての承認が必要となります。

承認してよろしいでしょうか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○教育長 それでは、報告のとおり承認することにします。 

  それでは、会議冒頭で説明したとおり、議案第13号については、秘密会として審議します。 

  その前に、委員の皆さん、または事務局から何かございますか。 

          （発言する声なし） 

○教育長 よろしいですか。 

  それでは、ここから秘密会に入ることといたしますので、傍聴人の方は、係の指示に従って

ご退出ください。 

          



〈秘密会/教育委員会会議規則第２６条第２項の規定により、別に会議録あり。〉 

 

○教育長 以上で、本日の議事は全て終了しましたので、これで教育委員会を閉会します。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



○教育長 それでは、教育委員会秘密会を開会します。 

 

議決事項２・・・資料番号【13-1～13-2】 

議案第１３号「墨田区教育委員会事務局の組織改正に係る協議について」を上程し、次長が資

料のとおり説明する。 

○教育長 ただいまの説明について、何かご質疑・ご意見はございますか。 

          （質疑なし） 

○教育長 それでは、議案第13号は、原案どおり墨田区長に協議したいと思いますが、ご異議ご

ざいませんでしょうか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○教育長 それでは、原案どおり墨田区長に協議することにします。秘密会はこれをもって終了

とします。傍聴人の方がいれば入室させてください。 

 

 


